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当社株式の監理銘柄（審査中）指定に関するお知らせ 

 

 当社の株式は、2024年４月15日付で株式会社名古屋証券取引所（以下、「名古屋証券取引所」

といいます。）より、監理銘柄（審査中）に指定されますので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

記 

 

１． 監理銘柄（審査中）指定の理由 

当社は、2022 年 10 月 14 日付「特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関す

るお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、名古屋証券取引所より内部管理体制等

について改善の必要性が高いと認められたため、2022 年 10 月 15 日付で当社株式は特設注意

市場銘柄に指定されております。 

その後、当該指定から１年経過後の 2023 年 10 月 16 日に内部管理体制確認書を名古屋証券

取引所へ提出いたしましたが、当社の内部管理体制等に関してなお確認する必要があると判

断され、2023 年 12 月８日に当社株式の特設注意市場銘柄の指定を継続する旨の通知を受領

いたしました。 

2024 年４月 15 日をもって当該指定から１年６か月が経過することとなり、当社は、2024

年４月 15日に、名古屋証券取引所に内部管理体制確認書を再度提出する予定です。その確認

書に基づき当社の内部管理体制等を名古屋証券取引所が確認し、内部管理体制等について改

善がなされなかったと認められる場合には、当社株式の上場廃止が決定されることから、当

社株式について上場廃止となるおそれがあると認められ、監理銘柄（審査中）に指定されま

す。 

 

２． 監理銘柄（審査中）指定期間 

 2024 年４月 15 日から名古屋証券取引所が当社株式について上場廃止基準に該当するかど

うかを認定する日まで。 

 

３． 今後の対応 

このたびの監理銘柄（審査中）指定により、株主、投資家をはじめとする全てのステーク

ホルダーの皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、改めて深くお詫

び申し上げます。 

早期に特設注意市場銘柄及び監理銘柄（審査中）の指定を解除できるよう、今後とも、全

社一丸となって改善に取り組んでまいりますので、引き続きのご支援をお願い申し上げます。 
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